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ご
家
庭
で
使
用
し
た
除
草
剤・
農
薬
の
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
空
容
器
は
、今
ま
で
は
集
積

所
に
出
せ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、今
後
は
左
記

の
点
に
ご
注
意
い
た
だ
く
と
、出
す
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

〇 
中
身
は
使
い
切
り
水
洗
い
し
、ふ
た
を
外

し
て
く
だ
さ
い
。

〇 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ

い
。ビ
ン
製
は
出
せ
ま
せ
ん
。

〇 

こ
れ
ま
で
同
様
、収
集
日
が
異
な
る
場
合
、

中
身
が
残
っ
て
い
る
場
合
は
出
せ
ま
せ
ん
。

※ 

農
業
な
ど
の
事
業
活
動
で
利
用
し
た
も
の

は
産
業
廃
棄
物
と
な
り
ま
す
。専
門
業
者

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。引
き
続
き
、家
庭

か
ら
排
出
さ
れ
る
ご
み
の
適
切
な
分
別・

処
分
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
家
庭
で
使
用
し
た
除
草
剤・農
薬

の
空
容
器
の
処
分
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

令
和
７
年
度
固
定
資
産
税
に

係
る
縦
覧・閲
覧
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

　
固
定
資
産
税
に
係
る
土
地
お
よ
び
家
屋
価

格
帳
簿
の
縦
覧・閲
覧
が
で
き
ま
す
。

● 

場
所　

住
民
税
務
課
税
務
Ｇ（
役
場
１
階

５
番
窓
口
）

● 

持
ち
物　

本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、運
転
免
許
証
な
ど
）

【
縦
覧
】

● 

期
間　
４
月
１
日（
火
）～
６
月
２
日（
月
）

（
土・日
曜
、祝
日
を
除
く
）　
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時

● 

対
象　
固
定
資
産
税
納
税
者
お
よ
び
そ
の

同
居
親
族

●
手
数
料　
無
料

【
閲
覧
】

● 

期
間　
通
年
可（
土・日
曜
、祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

● 
対
象　
固
定
資
産
税
納
税
義
務
者
お
よ
び

そ
の
同
居
親
族
の
ほ
か
、借
地
、借
家
人
も

該
当
部
分
の
み
閲
覧
で
き
ま
す
。

※ 

借
地
、借
家
人
の
場
合
は
契
約
書
な
ど
に

よ
る
確
認
が
必
要
で
す
。

● 

手
数
料　
縦
覧
期
間
中
は
無
料
と
な
り
ま

す
が
、借
地
、借
家
人
は
有
料
と
な
り
ま
す
。

※
縦
覧
期
間
以
外
は
４
５
０
円

　町消防団では、令和７年度中山町春季消防演習を実施します。
●日時　４月 20 日（日）　午前９時 30 分～ 11 時 20 分ごろ
●場所　町民グラウンド、中央公民館前道路
※ 放水訓練および分列行進のため、会場となる道路は午前９時 30 分から

50 分ごろと、午前 10 時 30 分から50 分ごろまで一時通行止めとなり
ますので、ご注意ください。

　
※お問い合わせ先　総務広報課防災安全対策室　 ☎６６２－４８９９

中山町春季消防演習を実施します中山町春季消防演習を実施します

その他の配布物
●「令和７年度母子保健事業計画」チラシ
●「令和７年度　中山町農作業賃金・機械利用料金標準表実勢賃借料」　●ほんわ館だより（第 151 号）　
●「お達磨の桜まつり」チラシ　●「皆さんの『声』を聞かせてください ! Vol.８〜９」チラシ

1 7.4.1



中山町町民企画事業補助金を活用した事業を募集します中山町町民企画事業補助金を活用した事業を募集します
　中山町町民企画事業補助金は、町民のみなさんが自主的に行う公益活動を支援することで、地域コ
ミュニティの活性化と協働によるまちづくりの更なる推進を図ることを目的としています。この補助金
を活用した事業を募集します。
　補助金の概要は下記のとおりですが、詳細は募集要項をご覧ください。募集要項は町公式ホームペー
ジに掲載しているほか、お問い合わせ先でも配布しています。

●対象事業
　町内で自主的に行う公益活動で、令和８年３月31日までに終了する事業
　（例） •地域の歴史、文化の保存継承活動
　　　　 •花苗の植栽や管理、草刈りなど地域の環境美化活動
　　　　 •まちなかイルミネーションなど地域の賑わいづくり　など

●対象団体　３名以上で構成され、町民もしくは町内事業所に勤務する者が代表者を務める団体

●補助金額・補助率
　・補助金額の上限：①トライ枠：10万円　②チャレンジ枠：25万円
　・補助率：①、②共に補助対象経費の10／10（千円未満切り捨て）

●補助金交付の決定
　①トライ枠：提出いただいた申請内容を踏まえ、書類審査により町長が決定します。
　②チャレンジ枠：中山町地域コミュニティ活性化促進委員会の審査を経て、町長が決定します。
　　　　　　　　　審査会では、申請団体から直接事業内容を説明していただきます。
※①②共に予算の範囲内での補助となり、応募事業すべてが採択されるとは限りません。

●申請方法
　町公式ホームページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。
　申請書類はお問い合わせ先でも配布しています。

●受付締切　①トライ枠：事業開始の概ね１か月前
　　　　　　②チャレンジ枠：４月30日（水）

地域コミュニティ活性化促進委員会委員を募集します
　地域活動促進プロジェクト（中山町町民企画事業補助金）の実施についての検討や申請内容に係る審
査など、地域活性化の推進に関する議論を行います。
●任　　期　５月１日～令和８年３月31日
●報　　酬　3,600円／会議１回
●開催期日および予定回数　５月中旬頃の平日の日中に１～２回程度
●選考方法　提出された応募用紙をもとに書類選考を行います。
●募集人数　２名程度
●応募資格　町内に住所がある20歳以上の方
●応募方法　 応募用紙に必要事項をご記入のうえ、４月18日（金）までにご提出ください。応募用紙はお

問い合わせ先で配布しています。提出された応募用紙は返却しないものとし、応募内容は
委員の選考以外の目的には使用しません。

※お申込み・お問い合わせ先　総合政策課まちづくり推進Ｇ　☎６６２－４２７１

詳細はこちら
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令
和
７
年
度
学
校
給
食
費
の

無
償
化
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　

☎
６
６
２
‐
２
０
３
５

　
就
学
児
童
生
徒
の
保
護
者
の
負
担
軽
減
を

図
る
た
め
に
、令
和
７
年
度
も
学
校
給
食
費

の
無
償
化
事
業
を
行
い
ま
す
。

　
町
内
小・中
学
校
に
在
籍
す
る
児
童・生
徒

の
給
食
費
は
口
座
振
替
を
し
な
い
形
で
助
成

を
行
い
ま
す
の
で
、保
護
者
の
方
は
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
町
外
の
小
中
学
校
な
ど
に
通
学
さ
れ
て
い

る
児
童
生
徒
の
保
護
者
は
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
。申
請
時
期
は
、令
和
８
年
２
月
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

● 

助
成
内
容　
令
和
７
年
度
の
学
校
給
食
費

の
う
ち
、保
護
者
が
負
担
し
た
学
校
給
食

費（
他
の
制
度
な
ど
に
よ
り
助
成
を
受
け

た
金
額
は
除
か
れ
ま
す
）

● 

対
象　
町
内
に
住
所
が
あ
り
町
外
の
小
中

学
校
に
通
学
し
て
い
る
児
童・
生
徒
の
保

護
者

※ 

特
別
支
援
学
校
在
学
児
童
生
徒
は
、他
の

助
成
制
度
該
当
の
た
め
助
成
対
象
外
で
す
。

国民健康保険の手続きをお忘れなく！

※届出・お問い合わせ先　住民税務課住民G（役場１階③番窓口）　☎６６２－２２５２

　国民健康保険への加入や、やめる届出は、異動のあった日から14日以内にお願いします。
また、届出には世帯主と本人両方のマイナンバー（個人番号）の記入が必要です。マイナンバー
カードまたはマイナンバー通知カードと、窓口に来られる方の本人確認書類（運転免許証など）を
お持ちください。

国民健康保険に加入するとき
　退職などにより、加入していた医療保険をやめたとき（社会保険の任意継続被保険者となった場
合や、切れ目なく家族の社会保険などの被扶養者になった場合を除く）

国民健康保険をやめるとき
　就職や家族の被扶養者になるなどして社会保険などに加入したとき

※ 勤務先などがこの手続きを行うことはありません。ただし、国保加入者が75歳になり、後期
高齢者医療制度に加入した場合は、国保をやめる届出は必要ありません。

学被保険者の手続きについて
　大学などへの進学により、国保加入者である家族と住所地を別にする方は、「㊫被保険者」とな
りますので、届出を行ってください。また、現在「㊫被保険者」である方も更新または非該当の届
出が必要です。
⑴　新たに学生として町外に住所を移転する場合（㊫該当届）
⑵　進級などにより引き続き在学中の場合（㊫該当届〈更新〉）
⑶　卒業などにより学生でなくなった場合（㊫非該当届）

〈届出に必要なもの〉
　●社会保険などの資格喪失連絡票（退職した事業所で発行）
　＊ 60歳未満の方は、あわせて国民年金の加入手続きを行いますので、お持ちであれば

年金手帳も持参してください。

〈届出に必要なもの〉
　●在学証明書（令和７年４月１日以降発行のもの）
　●国保の「保険証」または「資格確認書」
　＊対象者の現住所および在学する学校の名称・所在地を控えてきてください。

〈届出に必要なもの〉
　●新たに発行された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
　●現在お持ちの国保の「保険証」または「資格確認書」
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町
で
は
地
球
温
暖
化
防
止
を
推
進
し
、太

陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
た
発
電
シ
ス
テ

ム
の
普
及
を
図
る
た
め
、中
山
町
の
区
域
内

に
お
い
て
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の

設
置
に
要
す
る
費
用
に
対
し
、予
算
の
範
囲

内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す（
国
や
県
の
補

助
制
度
と
は
異
な
る
町
独
自
補
助
）。

●
受
付
期
間　
４
月
１
日（
火
）～
30
日（
水
）

●
受
付
予
定
件
数　

　
・ 太
陽
光
発
電
設
備（
新
築
設
置
、既
築
設

置
）…
各
６
件　

　
・蓄
電
池
設
備
…
15
件

※ 

受
付
期
間
中
で
予
算
を
上
回
る
申
請
が

あ
っ
た
場
合
は
、抽
選
と
な
り
ま
す
。

● 

補
助
対
象　

太
陽
光
発
電
設
備
、蓄
電
池

設
備（
太
陽
光
発
電
設
備
と
併
せ
て
設
置

す
る
か
、既
設
で
あ
る
太
陽
光
発
電
設
備

に
設
置
す
る
も
の
）

●
補
助
内
容　

　
・ 太
陽
光
発
電
設
備
は
出
力
１
キ
ロ
ワ
ッ

ト
あ
た
り
２
万
５
０
０
０
円（
上
限
額　

新
築
設
置
…
６
万
円
、既
築
設
置
…
12
万

円
）

　
・ 蓄
電
池
設
備
は
補
助
対
象
経
費（
消
費
税

　
町
で
は
飼
い
主
の
い
な
い
猫
の
増
加
を
防

止
し
、生
活
環
境
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
、個
人
、団
体
な
ど
が
行
う
飼
い
主
の

い
な
い
猫
お
よ
び
多
頭
飼
育
猫
の
不
妊
手
術

ま
た
は
去
勢
手
術
に
要
す
る
費
用
に
対
し
、

予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

●
受
付
予
定
件
数　

　
・不
妊
手
術
…
15
件　
・去
勢
手
術
…
15
件

※ 

予
算
が
な
く
な
り
次
第
、募
集
終
了
と
な

り
ま
す
。

●
補
助
対
象　

　
・ 飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
対
し
、動
物
病
院

で
不
妊
手
術
ま
た
は
去
勢
手
術
を
受
け

さ
せ
よ
う
と
す
る
者
ま
た
は
団
体

　
・ 不
適
正
な
飼
育
原
因
に
よ
り
複
数
の
猫

が
自
己
の
管
理
下
に
あ
り
、町
長
が
多
頭

飼
育
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
た
方
ま
た

は
団
体
な
ど

● 
補
助
対
象
経
費　

飼
い
主
の
い
な
い
猫
、

多
頭
飼
育
猫
の
不
妊
手
術
ま
た
は
去
勢
手

術
に
要
す
る
費
用（
そ
の
他
町
長
が
必
要

と
認
め
る
費
用
を
含
む
）

●
補
助
金
の
額　

　
・不
妊
手
術
１
件
に
つ
き
上
限
１
万
円

抜
き
）の
10
分
の
１（
上
限
額　
新
築・既

築
を
問
わ
ず
12
万
円
）

●
そ
の
他
の
条
件

　
・ 実
績
報
告
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い

て
町
内
に
住
所
が
あ
る
方
ま
た
は
見
込

み
の
あ
る
方
で
あ
る
こ
と
。

　
・町
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

　
・ 自
ら
居
住
す
る
専
用
住
宅
も
し
く
は
居

住
の
用
に
供
す
る
床
面
積
が
当
該
建
築

物
の
延
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
を
占

め
る
併
用
住
宅
ま
た
は
こ
れ
に
付
属
す

る
車
庫
、物
置
な
ど
に
新
規
に
設
置
す
る

方（
当
該
住
宅
な
ど
の
所
有
者
で
な
い
場

合
は
、当
該
設
置
に
つ
い
て
所
有
者
の
書

面
に
よ
る
承
諾
を
受
け
て
い
る
も
の
）で

あ
る
こ
と
。

　
・ 太
陽
光
発
電
設
備
は
、太
陽
電
池
モ

ジ
ュ
ー
ル
の
公
称
最
大
出
力
が
10
キ
ロ

ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
で
あ
っ
て
、発
電
さ

れ
た
電
気
が
住
宅
ま
た
は
事
業
所
に
お

い
て
消
費
さ
れ
、連
系
さ
れ
た
低
圧
配
電

線
に
余
剰
の
電
気
が
逆
流
さ
れ
る
も
の

を
補
助
対
象
と
す
る（
受
給
開
始
日
が
当

該
年
度
内
で
あ
る
も
の
に
限
る
）。

　
・ 蓄
電
池
設
備
は
、国
補
助
金
の
対
象
製
品

を
補
助
対
象
と
す
る
。

　
・ 補
助
金
の
交
付
は
１
住
宅
に
つ
き
、補
助

対
象
設
備
ご
と
に
、そ
れ
ぞ
れ
１
回
限
り

と
す
る
。

※ 

詳
し
く
は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
・ 去
勢
手
術
１
件
に
つ
き
上
限
５
０
０
０

円
※ 

た
だ
し
、補
助
対
象
経
費
が
上
限
額
に
満

た
な
い
と
き
は
、補
助
対
象
経
費
の
額
と

し
ま
す
。

※ 

多
頭
飼
育
猫
に
つ
い
て
は
、補
助
対
象
経

費
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
、ま
た

は
不
妊
手
術
１
件
に
つ
き
１
万
円
、も
し

く
は
去
勢
手
術
１
件
に
つ
き
５
０
０
０
円

の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
し
ま
す
。

●
そ
の
他
の
条
件

　
・ 町
内
に
住
所
が
あ
る
方
、ま
た
は
町
内
に

事
務
所
も
し
く
は
住
所
が
あ
る
団
体
で

あ
る
こ
と
。

　
・ 国
、県
そ
の
他
団
体
か
ら
同
様
の
補
助
を

受
け
な
い
こ
と
。

　
・ 申
請
者
は
、補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な

る
猫
が
、不
妊
手
術
済
ま
た
は
去
勢
手
術

済
で
あ
る
こ
と
が
識
別
で
き
る
よ
う
片

方
の
耳
に
Ｖ
字
カ
ッ
ト
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

　
・ 申
請
者
は
、補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な

る
猫
の
ト
イ
レ
、餌
の
管
理
を
行
い
、周

辺
環
境
の
美
化
を
図
る
と
と
も
に
近
隣

住
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
に
努
め
る
こ

と
。

※ 

詳
し
く
は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
度
の
住
宅
用
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補
助
金
の

申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

令
和
７
年
度
猫
の
不
妊・去
勢

手
術
費
補
助
金
の
申
請
受
付

を
開
始
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

7.4.1 4



中山町タクシー利用助成制度（試行）について中山町タクシー利用助成制度（試行）について
　令和６年７月から９月に実施した、既存の地域公共交通を利用することが困難な高齢者などに対する
タクシー利用助成（試行）の結果を踏まえ、一部を見直し、継続して実施します。この助成制度は、高齢者な
どの町内の通院や買い物などの、生活に必要なタクシー移動について、１回 500 円で利用できるものです。
　詳細は、町公式ホームページをご覧ください。ご不明な点やお問い合わせがある場合はご連絡ください。
●期　　　間　４月１日～令和８年３月 31 日
●自己負担額　500 円
●利用できるタクシー　寒河江タクシー㈱、山辺観光タクシー㈱ 
●対　　　象　下記のどちらかに該当する町民の方　
　・65 歳以上の方
　・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保護福祉手帳のいずれかをお持ちの方
●運 行 時 間　平日、土曜日の午前８時～午後５時（日曜、祝日、１月２日～３日は運休）
●利用できる範囲　町内の以下の場所の間
　・自宅　・医療機関　・商業施設（買い物施設のほか、理美容所、飲食店など含む）　・金融機関　・公共施設
　・斎場、葬儀場　・ＪＲ駅、町営バスなどのバス停留所
●利 用 方 法
　① 事前に利用登録が必要です。お申し込み後、登録証を発行します（令和６年度に登録した方は手続き

不要です。順次登録証をお送りします）。
　②タクシー会社に電話予約する（利用日の３日前から予約可能）。
　③利用時に登録証を提示し、500 円を支払う。
●注 意 事 項
　・ 登録者の家族、知人と一緒に相乗り利用が可能です。相乗りの場合もタクシー１台につき１回 500 円

で利用できます。
　・途中の寄り道、下車、車両の待機はできません。
　・町が指定する場所以外への移動や、町外への移動には利用はできません。
　・ 中山町心身障がい者福祉タクシー利用券との併用、福祉タクシー（介護タクシー）には利用できません。
　・タクシーの台数に限りがありますので、希望する時間に予約できない場合があります。

※お申込み・お問い合わせ先　総合政策課まちづくり推進Ｇ　☎６６２－４２７１

町道土橋沼の倉線の開通について
　全面通行止めの措置をとっていました町道土橋沼の倉線について、工事が完了し４月１日（火）
から通行が可能となります。

　※お問い合わせ先　建設課建設整備 G　☎６６２－２１１６

詳細はこちら

豊田小学校豊田小学校

中山町保健中山町保健
福祉センター福祉センター

岩谷十八夜観音堂岩谷十八夜観音堂

町道土橋沼の倉線町道土橋沼の倉線

開通区間開通区間

町道金沢大江線
町道金沢大江線
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や
そ
の
ご
家
族
の
お
悩
み
の
相
談
に
も
応

じ
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
４
月
17
日（
木
）　

　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時（
予
約
制
）

※
２
か
月
に
１
度
開
催
し
ま
す
。（
偶
数
月
）

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
個
室
を
準
備
し
て
い
ま
す
。　

●
対
象

　
・�小
学
生
以
上
の
お
子
さ
ん
の
こ
と
で
困

り
ご
と
が
あ
る
方

　
・�知
的
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
ま
た
は
そ

の
ご
家
族

●�
申
込
方
法　

４
月
14（
月
）ま
で
に
、町
公

式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
を
友
だ
ち
登
録

後
、「
子
育
て
」タ
ブ「
手
続
き・
届
け
出
」

を
選
択
し
、「
ア
ン
ケ
ー
ト・申
請
」、「
子

ど
も
の
困
り
ご
と
相
談
会
」か
ら
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※�

別
日
の
相
談
や
ご
自

宅
へ
の
訪
問
も
可
能

で
す
。ご
希
望
さ
れ

る
場
合
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

児
童
手
当（
２
、３
月
分
）を
、４
月
10
日

（
木
）中
に
指
定
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

金
融
機
関
に
よ
っ
て
振
込
時
間
が
変
わ
る
た

め
、翌
日
ま
で
振
り
込
み
が
確
認
で
き
な
い

場
合
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
前
回
支
給
日（
２
月
10
日
）か
ら
指
定
の
口

座
の
名
義
な
ど
が
変
わ
っ
て
い
る
方
は
、振

り
込
み
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、至
急
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
4
月
25
日（
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

　
町
で
は
、遊
休
農
地
な
ど
を
活
用
し
、県
の

花「
紅
花
」ま
た
は
町
の
花「
ひ
ま
わ
り
」を
景

観
形
成
作
物
と
し
て
植
栽
す
る
方
を
支
援
し

ま
す
。

●�
対
象　

町
内
に
住
所
が
あ
る
農
業
者
、農

業
者
グ
ル
ー
プ
、地
域
住
民
グ
ル
ー
プ

●�

対
象
と
な
る
事
業　
町
内
の
遊
休
農
地
や

耕
作
放
棄
地
な
ど
２
ア
ー
ル
以
上
に
紅
花

ま
た
は
ひ
ま
わ
り
を
植
栽
す
る
事
業

　

町
で
は
、果
樹
の
生
産
振
興
を
推
進
し
経

営
安
定
を
図
る
た
め
、規
模
拡
大
や
優
良
品

目・品
種
の
新
植・改
植
を
支
援
し
ま
す
。

●�

対
象��

販
売
目
的
で
果
樹
を
生
産
し
て
い

る
町
内
の
農
業
者
で
、町
税
に
滞
納
が
な

い
方

●
補
助
対
象
と
な
る
経
費
と
補
助
額

　
▼�

新
植
事
業
…
優
良
品
目・
品
種
を
２

ア
ー
ル
以
上
の
圃
場
に
植
栽
す
る
場
合

の
経
費
の
う
ち
、土
壌
土
層
改
良
、用
水・

か
ん
水
施
設
の
設
置
、果
樹
の
苗
木
代
、

作
業
委
託
料
な
ど　

　
▼�

改
植
事
業
…
優
良
品
目・
品
種
を
２

ア
ー
ル
以
上
の
圃
場
に
植
栽
す
る
場
合

の
経
費
の
う
ち
、伐
根
、深
耕
、整
地
な

　
お
子
さ
ん
の
こ
ん
な
こ
と
で
お
困
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
・お
友
だ
ち
と
ト
ラ
ブ
ル
が
多
い
。

　
・特
定
の
教
科
が
で
き
な
い
。

　
・時
間
を
考
え
て
行
動
が
で
き
な
い
。　

　
・�い
つ
も
一
人
で
同
じ
遊
び
を
繰
り
返
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
お
悩
み
に
町
の
専
門
の
相
談
員

が
応
じ
ま
す
。

※�

18
歳
以
上
の
知
的
障
が
い
を
お
持
ち
の
方

●
場
所　
中
央
公
民
館
1
階　
第
1
研
修
室

●
内
容　

　
◎「
認
知
症
っ
て
な
に
？
」

　
　

�

“
認
知
症
”
の
基
本
的
な
症
状
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
す
。

　
◎
フ
リ
ー
タ
イ
ム

　

�　

参
加
者
の
方
と
自
由
に
話
し
た
り
、活

動
し
た
り
、相
談
し
た
り
で
き
る
時
間
で
す
。

飲
み
物
を
飲
み
な
が
ら
交
流
を
楽
し
ん
で

み
ま
せ
ん
か
？

●�

対
象　

認
知
症
の
方
や
ご
家
族
、認
知
症

に
関
心
の
あ
る
方
ど
な
た
で
も

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
締
切　
4
月
18
日（
金
）

※�

予
約
優
先
で
す
が
当
日
の
飛
び
入
り
参
加

も
可
能
で
す
。お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
奨
励
金　
10
ア
ー
ル
あ
た
り
８
万
円
以
内

　
（
た
だ
し
、予
算
の
範
囲
内
と
な
り
ま
す
）

●�

申
請
方
法・
期
限　

次
の
書
類
を
４
月
11

日（
金
）ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。書
類

は
問
い
合
わ
せ
先
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

�

①
植
栽
計
画
書　
②
位
置
図　
③
施
工
前

写
真

※�

応
募
多
数
の
場
合
は
、植
栽
す
る
位
置
な

ど
に
よ
り
優
先
順
位
を
つ
け
、よ
り
景
観

形
成
に
資
す
る
場
所
を
選
定
し
ま
す
。

※
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
農
業
振
興
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

紅
花・ひ
ま
わ
り
の
植
栽
へ
の

奨
励
金
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
農
業
振
興
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

果
樹
の
新
植・改
植
へ
の

補
助
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

児
童
手
当
の
振
り
込
み
の

お
知
ら
せ
に
つ
い
て

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
介
護
支
援
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

「
ひ
だ
ま
り
」を
開
催
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

『
子
ど
も
の
困
り
ご
と
相
談
会
』の

開
催
に
つ
い
て

7.4.1 6



　

県
労
働
委
員
会
で
は
、労
働
者
個
人
と
事

業
主
間
の
ト
ラ
ブ
ル
を
円
満
に
解
決
す
る
た

め
の「
あ
っ
せ
ん
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
あ
っ
せ
ん
」は
、あ
っ
せ
ん
員
が
当
事
者

　

県
労
働
委
員
会
で
は
、労
働
問
題
に
詳
し

い
労
働
委
員
会
委
員
が
、解
雇
な
ど
労
使
間

ト
ラ
ブ
ル
で
お
悩
み
の
方
の
相
談
に
対
応
し

ま
す（
相
談
無
料・秘
密
厳
守
）。

●�

日
時　
４
月
17
日（
木
）、５
月
15
日（
木
）、

７
月
10
日（
木
）、８
月
21
日（
木
）、９
月
11

日（
木
）　
午
後
１
時
～
２
時

●�

場
所　

村
山
総
合
支
庁
本
庁
舎
６
階（
山

形
市
鉄
砲
町
２
‐
19
‐
68
）

※
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

●�

対
象　
県
内
に
所
在
す
る
事
業
所
に
勤
務

し
て
い
る（
ま
た
は
勤
務
し
て
い
た
）労
働

者
、事
業
主
の
方
な
ど

●�

申
込
方
法　

事
前
予
約
制
、開
催
日
前
日

の
正
午
ま
で
に
山
形
県
労
働
委
員
会
事
務

局
へ
電
話
予
約
く
だ
さ
い
。

　

施
設
の
修
繕
工
事
の
た
め
、次
の
期
間
は

入
浴
営
業
を
休
止
し
ま
す
。ご
不
便
を
お
か

け
し
ま
す
が
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。な

お
、宿
泊
や
宴
会
利
用
に
つ
い
て
は
、休
館
日

の
21
日
を
除
き
通
常
ど
お
り
営
業
し
ま
す
。

●
期
間　
４
月
７
日（
月
）～
21
日（
月
）

　
中
央
公
民
館
を
利
用
す
る
社
会
教
育
関
係

団
体
で
、使
用
料
の
減
免
を
受
け
た
い
場
合

に
は「
社
会
教
育
関
係
団
体
届
」を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。前
年
度
提
出
さ
れ
た
団
体
も
含

め
、再
度
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。届
出
用

紙
は
中
央
公
民
館
で
配
布
し
て
い
ま
す
。　

●
受
付
期
間　
随
時
受
付　

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
10
時

●
提
出
場
所　
中
央
公
民
館
窓
口

●�

対
象　

町
内
に
住
所
が
あ
り
、社
会
教

育
に
関
す
る
事
業
を
目
的
と
す
る
団
体
、

サ
ー
ク
ル
、愛
好
会　
な
ど

●
募
集
す
る
住
宅

　
◇�

中
原
ア
パ
ー
ト
…
３
Ｄ
Ｋ・１
戸（
一
般

用・倍
率
優
遇
有
）

　
◇�

長
崎
ア
パ
ー
ト
…
３
Ｄ
Ｋ・２
戸（
一
般

用・倍
率
優
遇
有
、う
ち
１
戸
単
身
可
）

●�
申
込
資
格　

現
に
同
居
し
、ま
た
は
同
居

し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
り（
単
身
可
を

除
く
）、所
得
が
公
営
住
宅
法
規
定
に
該
当

す
る
方（
県
外
在
住
の
方
も
申
し
込
み
可

能
で
す
）。

●
受
付
期
間　
４
月
７
日（
月
）～
11
日（
金
）

　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

ど
を
行
う
目
的
の
重
機
借
上
げ
お
よ
び

運
搬
費
用
、ま
た
は
、そ
れ
ら
の
作
業
委

託
料
、樹
木
処
分
費
用
、改
植
す
る
果
樹

の
苗
木
代
、土
壌
改
良
代
な
ど

��

▼�

補
助
金
額
…
補
助
対
象
と
な
る
経
費
の

２
分
の
１
以
内
、す
も
も
は
３
分
の
２

以
内（
た
だ
し
、補
助
額
は
10
ア
ー
ル
あ

た
り
上
限
15
万
円
）

※�

対
象
と
な
ら
な
い
経
費
…
本
人
、家
族
の

作
業
代
、個
人
に
対
す
る
人
件
費
、飲
食
代
、

果
樹
棚
に
関
す
る
費
用
、消
費
税

※�

植
栽
す
る
農
地
に
つ
い
て
権
利
関
係
が
明

確
で
な
い
場
合
は
補
助
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

※�

資
材
の
購
入
後
や
事
前
着
工
後
の
申
請
は

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。事
業
を
始
め
る
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

対
象
品
種
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

双
方
の
主
張
を
お
聴
き
し
、話
し
合
い
に
よ

り
解
決
を
図
る
制
度
で
す（
無
料・
秘
密
厳

守
）。

●
必
要
書
類

　
・�県
営
住
宅
抽
選
申
込
書（
お
申
し
込
み
先

で
配
布
し
て
い
ま
す
）

　
・85
円
切
手　
２
枚

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
形
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
６
‐
７
７
８
４�

　
産
業
振
興
課
商
工
観
光
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
１
１
４

労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
に

向
け
て
お
手
伝
い
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
形
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
６
‐
７
７
８
４�

　
産
業
振
興
課
商
工
観
光
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
１
１
４

労
働
悩
み
ご
と
相
談
会
のご案

内

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
ひ
ま
わ
り
温
泉
ゆ
・
ら
・
ら

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
５
７
７
７

ひ
ま
わ
り
温
泉
ゆ・ら・ら

臨
時
休
業
の
お
知
ら
せ

※
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

社
会
教
育
関
係
団
体
届
の

届
出
を
お
願
い
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
形
県
住
宅
供
給
公
社
村
山
地
域
管
理
事
務
所

（
霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル
22
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
４
７
‐
０
７
８
１

県
営
住
宅
一
般
公
募
のご

案
内
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消費生活の窓口から消費生活の窓口から

　３～６月は、１人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向
にあります。手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」、「他の住人も
契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。中
には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってき
たりする事業者もいるので、注意が必要です。
〈事例〉・�４月から大学生になり、賃貸マンションで１人暮らしをしている。１週間前、訪問してきた事

業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの住民の皆さんに
お願いしている」と言われた。検針票を見せるだけならいいと思い、疑うことなく指示に従っ
た。その後、ネットの口コミで検針票に記載されている顧客番号を伝えると勝手に契約先が
変更されると知った。名刺は渡されず、事業者名は忘れた。書面は受け取っておらず検針票
を見せただけだ。契約変更するつもりはないので、対処法を教えてほしい。

（10歳代　男性　学生）
　　　　・�訪問してきた事業者から、「アパート全体の電気契約が変更になる」「料金も今より安くな

る」と言われたので契約した。しかし実際は、アパート全体で契約先を変更することはなく、
電気料は倍近い5,000円程になった。勧誘時の説明と全く違うので解約したいが、調べると
解約手数料が１万円かかるとあった。解約料なしで解約したい。

（20歳代　女性　給与生活者）
【アドバイス】
◆その場で契約しないで、以下のことをしっかり確認しましょう。
・�突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問
の目的、契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。
・�電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、
必ず管理人や管理会社に確認しましょう。
・�「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比
較して検討しましょう。
◆名前や年齢など、安易に個人情報を伝えないようにしましょう。
◆「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。
　�検針票には、契約者の個人情報のほか、電力の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書か
れており、これらの情報で契約変更が可能となりますので注意が必要です。
◆�クーリング・オフができる場合もあります。少しでも不安に思ったら、早目に消費生活相談窓口か消費
者ホットライン１

い や や
８８に相談しましょう。

※�詳しくは、国民生活センターホームページ「『契約変更しませんか？』突然やってくる電気・ガスの
勧誘に注意！」をご覧ください。
●お知らせ　毎号掲載してきた『消費生活の窓口から』は、今回の掲載をもって不定期掲載となります。
※ご相談・お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口（住民税務課 住民Ｇ内）☎６６２－２５９３

「契約変更しませんか？」突然やってくる電気・ガスの勧誘にご注意を！
～親元を離れたお子さんたちにも声掛けをお願いします～

　

あ
な
た
の
お
悩
み
、心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。民
生

委
員
、人
権
擁
護
委
員
な
ど
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。

●
日
時　
４
月
９
日（
水
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
２
階

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

心
配
ご
と
相
談
所
を

　
　
　
　
　
　
開
設
し
ま
す

①
お
問
い
合
わ
せ
先　
②
と
き

③
と
こ
ろ　
④
内
容　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用　
⑦
申
込
方
法　
⑧
そ
の
他

●
●
●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

【「
中
山
町
婦
人
会
」総
会
の
お
知
ら
せ　

　
　
～
一
緒
に
活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か
～
】

　

�

①
中
央
公
民
館（
☎
６
６
２
‐
２
２
３
５
）

中
山
町
婦
人
会
会
長　
秋
葉（
☎
６
６
２
‐

２
０
５
１
）　
②
４
月
11
日（
金
）午
前
９

時
～　
③
新
田
町
公
民
館　
④
婦
人
会
の

会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。主
な
活
動
…

味
噌
つ
く
り
、ア
レ
ン
ジ
フ
ラ
ワ
ー
、手
芸
、

料
理
の
講
習
会
な
ど　
⑥
１
０
０
０
円
/

年　
⑦
①
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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●各種証明書の交付（住民票の写し・印鑑証明・所得証明）
●必要なもの　�マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書（マイナンバー

カードの４桁の暗証番号）、交付手数料
●利用時間　午前６時30分～午後11時　
　　　　　　平日休日問わず可能です。

役場延長窓口
毎週火曜日　午後５時15分～７時

※お問い合わせ先　
　住民税務課住民Ｇ　☎６６２－２５９３

　危険物取扱者・消防設備士の義務として、消
防法令では、免状交付の日から10年ごと写真
の書換えをしなければならない規定となってい
ます。
　免状の写真下欄記載の期限を確認のうえ、速
やかにお手続きください。
※お問い合わせ先

一般財団法人消防試験研究センター
山形県支部　☎６３１－０７６１

　銃砲刀剣類所持等取締法の改正に伴い、電磁
石銃が所持禁止の対象となりますが、危害予防
上の観点から、警察では電磁石銃の無償引き取
りを実施しています。
　電磁石銃を所持している方は、令和７年８月
31日までに手放すか、８月29日までに所持
許可を申請しなければなりません。
　電磁石銃の引き取りを希望する方は、所轄警
察署に連絡してください。
※お問い合わせ先　

山形警察署生活安全課　☎６２７－０１１０

コンビニ交付をご利用ください

危険物取扱者・消防設備士の危険物取扱者・消防設備士の
免状をお持ちの皆様へ免状をお持ちの皆様へ

電磁石銃の無償引き取りについて

込
み
く
だ
さ
い
。な
お
、大
会
要
項
お
よ

び
参
加
申
込
書
は
総
合
体
育
館
で
配
布
し

て
い
ま
す（
当
日
限
り
の
申
し
込
み
で
す
）。

【
地
域
食
堂　
お
か
え
り
開
催
】

　

�

①
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

柏
倉
家
文
化
村（
☎

６
６
６
‐
３
９
０
０
）　

②
４
月
12
日

（
土
）午
前
10
時
～
午
後
３
時　

③
み
ん

な
の
居
場
所 

岡お
か
え
り

縁
里（
岡
17
）　
④
大
人

も
子
ど
も
も
、み
ん
な
で
作
っ
て
み
ん
な
で

食
べ
る
食
堂
で
す
。調
理・
配
膳・
片
付
け

な
ど
で
き
る
範
囲
で
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。　

⑤
ど
な
た
で
も・
先
着
20
人
程

度　
⑥
２
０
０
円　
⑦
開
催
日
の
３
日
前

（
水
曜
日
）ま
で
に
、①
へ
電
話
か
岡
縁
里

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。⑧
詳
細
は
岡
縁
里
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

食
材
の
寄
付
、ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協

力
も
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

【『
や
ま
が
た
縁
結
び
た
い
』に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
結
婚
相
談
会
の
開
催
】

　

�

①
や
ま
が
た
ハ
ッ
ピ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー（
☎
６
８
７
‐
１
９
７
２
）　
②
４
月

６
日（
日
）・
13
日（
日
）・
20
日（
日
）・
28

日（
月
）午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分（
１

組
45
分
程
度
）　
③
文
翔
館（
山
形
市
）　

④
婚
活
の
仕
方
や
お
見
合
い
相
手
の
紹
介

な
ど
に
つ
い
て
の
個
別
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。　
⑤
結
婚
を
希
望
す
る
方
ま
た
は

【
第
38
回
中
山
町
町
民
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
会
参
加
者
募
集
】

　

�

①
中
山
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
部　
太
田（
☎
０
９
０
‐
５
１
８
０
‐

１
３
０
９
/
午
後
10
時
ま
で
）　
②
４
月

27
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
終

了
予
定　
③
総
合
体
育
館
ア
リ
ー
ナ　
⑤

⑴
町
内
に
住
所
が
あ
る
方　
⑵
町
に
貢
献

し
て
い
る
方　
⑶
町
内
に
勤
務
さ
れ
て
い

る
方　
⑷
以
前
町
内
に
住
所
が
あ
っ
た
方

⑸
⑴
～
⑷
に
当
て
は
ま
る
方
が
１
チ
ー
ム

に
４
名
以
上「
当
日
参
加
」で
き
る
チ
ー
ム

⑹
町
学
校
体
育
施
設
利
用
登
録
団
体
で
あ

る
こ
と　
⑺
い
ろ
い
ろ
な
面
で
の
マ
ナ
ー

が
守
れ
る
方　
⑥
１
チ
ー
ム　
３
０
０
０

円　
⑦
４
月
19
日（
土
）午
後
６
時
ま
で
に

総
合
体
育
館
事
務
室
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。　
⑧
大
会
実
施
要
項
お
よ
び
申
込

書
は
総
合
体
育
館・
事
務
室
で
配
布
し
て

い
ま
す
。

【
中
山
町
レ
デ
ィ
ス
グ
ラ
ウ
ン
ド・ゴ
ル
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
会
参
加
者
募
集
】

　

�

①
中
山
町
グ
ラ
ウ
ン
ド・
ゴ
ル
フ
協
会

事
務
局　

高
橋
賢
治（
☎
６
６
２
‐

３
７
４
３
）　
②
４
月
20
日（
日
）　
午
前

８
時
45
分
受
付
開
始　
③
ひ
ま
わ
り
グ
ラ

ウ
ン
ド・
ゴ
ル
フ
場　
⑤
中
山
町
在
住
者

お
よ
び
在
勤
者
満
20
歳
以
上
の
女
性　
⑥

６
０
０
円　
⑦
参
加
申
込
書
に
参
加
費
を

添
え
て
、４
月
４
日（
金
）午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
に
総
合
体
育
館
へ
お
申
し

そ
の
ご
家
族　
⑥
無
料　
⑦
開
催
日
前
の

木
曜
日
ま
で
に
①
へ（
予
約
制
）　
⑧
県
登

録
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
仲
人『
や
ま
が
た
縁
結

び
た
い
』募
集
中
。詳
し
く
は『
や
ま
が
た

縁
結
び
た
い
』の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

詳細はこちら

コンビニ交付
操作方法

コンビニ交付
とは
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事 業 名 日　時 場 所 対　象　者　等

パ パ マ マ 教 室
４/17(木）
個別通知で
お知らせします

保健福祉
センター

令和７年７月～９月に出産予定の方（配偶者も一緒に参
加できます）
転入などで個別通知がなかった方は至急ご連絡ください。
●持ち物　母子手帳、筆記用具

��春は、新入学児童（園児）や、運転免許を取得したばかりの新社会人などが道路交通に参加しはじ
めることで、交通事故が起こりやすくなる時期です。
　時間と心にゆとりを持って外出しましょう。

令和７年度　春の交通安全町民運動
●実施期間　４月６日（日）～15日（火）

　運動の重点
�1 子どもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践
�2 歩行者優先意識の徹底とながら運転などの根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な
　使用の促進
�3 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用の促進と交通ルール遵守の徹底

4月は、新しい1年の始まりです！4月は、新しい1年の始まりです！

保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎ 662‒2836

母子手帳交付について
母子健康手帳交付は予約制です。お電話でお問い合わせください。
●受付時間　午前８時30分～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）
●所要時間　30分～１時間程度
●場　　所　保健福祉センター　●持ち物　医師が記入した妊娠届出書、マイナンバーカード
乳幼児等定期予防接種の申し込みについて
●町内医療機関で接種を希望する場合は、直接医療機関に申込票を提出してください。
●�町外医療機関希望の場合は健康づくりＧに申込票をお届けください（接種券を郵送しますので、
届いたら医療機関に予約を入れてください）。
※転入などで申込票をお持ちでない場合は、健康づくりGへお問い合わせください。

４月の日曜当番医　午前９時～正午

※日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39 ☎635-9955）も利用できます。

４月13日 中山診療所 ☎662－5011 ４月27日 服部内科胃腸科医院 ☎662－2272

※お問い合わせ先　総務広報課防災安全対策室　☎６６２－４８９９
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その他のごみ収集日

町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Gへ （TEL 662-2112）

■…町関係　□…教育委員会関係　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係　○…その他

※行事や日曜当番医は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、それぞれ素材ごとに分別しましょう。
【４月 29日（火）は祝日ですが、通常どおりごみの収集をします。】

まちのカレンダー

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

４月11日(金)
４月25日(金) 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

４月14日(月)
４月28日(月) 火・金曜日 木曜日

※リチウムイオン電池は｢水銀含有ごみ｣へ！　※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

4月
1 火 ■中山町民交通安全行動の日

★お話と遊びの会
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

2 水 ⃝いきいきクラス（総合体育館）

3 木
4 金 ★子育て支援センター休館日

　（保育園入園式）　

5 土
6 日 ⃝いきいきクラス（総合体育館）

7 月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら臨時休業（～ 21日）

8 火 ◆定期健康相談　★発育測定と保健師の話
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

9 水
□中山中学校入学式
◆１歳６か月児健診
○心配ごと相談所
⃝いきいきクラス（総合体育館）

10木 □長崎小学校・豊田小学校入学式

11金
12土 ★子育て支援センター開館日

13日 ⃝いきいきクラス（総合体育館）

14月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
★子育て支援センター休館日

15火 ■中山町民交通安全行動の日
★お話と遊びの会
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

16水 ⃝いきいきクラス（総合体育館）

17木 ◆子どもの困りごと相談会　◆パパママ教室
★赤ちゃんとママの日

18金 ⃝いきいきクラス（総合体育館）

19土 ■第１回区長連絡協議会・懇談会
□ほんわ館おはなし会

20日 ■春季消防演習
⃝いきいきクラス（中央公民館）

21月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日

22火 ◆定期健康相談　◆育児相談　　
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

23水
○法律相談所
◆乳児健診　
★ふれあい広場（作ってみようの日）
⃝いきいきクラス（総合体育館）

24木
25金
26土
27日 ⃝いきいきクラス（総合体育館）

28月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日

29火 昭和の日
⃝るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

30水 ■軽自動車税種別割納期限
⃝いきいきクラス（総合体育館）

粗大ごみ
（申込制）

粗大ごみ
（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）
古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

中山診療所
662-5011
９時～12時

服部内科胃腸科医院
662-2272
９時～12時


